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防災課　内線271・272

お
知
ら
せ

お願い

【日時】2月4日（土）　12：00～16：00

【会場】湯河原観光会館

　※駐車場が狭いため、お車でのご来場はご遠慮ください。

【主催】フォーラムゆがわら実行委員会

【共催】湯河原町・湯河原町教育委員会

【問合せ】企画財政課　　63-2111　内線235

◇プログラム◇
【各団体展示及び活動発表】

　★各団体の展示　パネル展示・クラフト講習・

　　　　　　　　　手作り作品の展示、販売

　★地域活動発表　湯河原まちづくりボランティア協会

　　　　　　　　　ガールスカウト神奈川県第9団

【講演】林家うん平師匠（落語家）（手話通訳あり）

　そのほか、豪華商品が当たる公開抽選会を開催

○ 湯河原町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正について　　　（平成18年１月16日施行）

　　固定資産税の家屋の評価替えに係る課税誤りについて、町民及び納税者の課税事務に対する信頼を失墜させたこ

とによる責任を明らかにし、特別職の職員の給与を暫定的に減額するため、条例を改正しました。

（担当　庶務課：内線280）

＊条例の詳細につきましては、町ホームページの電子掲示場をご覧ください。

　最近、町内で駐車している車から貴重品を盗む「車上狙い」が多発しています。皆さん
も被害に遭わないよう次のことに心がけましょう。


